
相続時精算課税制度 

Ⅰ 相続時精算課税制度の概要 

平成 15 年の税制改正の中で、一番大きな改正といわれるものが、「相続時精算課税

制度」です。 

  「相続時精算課税制度」とは、従来 110 万円までが贈与税の非課税でしたが、それ

がなんと、2500 万円まで非課税限度額が拡大されるという制度です。又、住宅取得資

金については、それが 3500 万円まで、非課税でになるという画期的な改正です。 

 それでは、「相続時精算課税制度」の内容について、みていきましょう。 

 

①《適用対象者》 

 ・ 贈与者は、満 65 歳以上の親 

 ・ 受贈者は、満 20 歳以上の子である推定相続人（代襲相続人を含む）、人数の制 

限はない 

②《適用手続き》 

 ・ 制度の適用を受けるには、贈与を受けた年の翌年３月１５日までに税務署へ本制

度を選択する皆の届出が必要 

 ・ 最初の贈与の際に届け出れば、相続時まで本制度の適用が継続 

 ・ 本制度は①受贈者である兄弟姉妹が別々に、②贈与者である父・母ごとに、選択 

   可能 

③《適用対象となる贈与財産等》 

 ・ 贈与財産の種類、贈与期間に制限はない 

 ・ 贈与金額、贈与回数に制限はない 

④《税額の計算等》 

  （贈与時） 

 ・ 制度の対象となる親からの贈与財産で非課税限度額を超える部分について、他の

贈与時に贈与税（２０％）を納税 

  （相続時） 

 ・ 選択した子は、制度の対象となる親の相続時に,、それまでの贈与財産と相続財産 

   とを合算して計算した相続税額から、既に支払った贈与税相当額を控除 

 ・ この場合の相続税額は、従来と同じ法定相続分による遺産取得課税方式で計算 

 

 今回の改正の大きな特徴は、従来の贈与税の非課税限度額が１１０万円であったの 

が、「２，５００万円」（住宅部分については３，５００万円）とケタ違いに拡大したという事 

です。また、非課税限度額をこえる部分については、２０％の税率で課税されます。ただ



し、その贈与された金額は相続時に、相続財産に加算して相続税を計算し、納

付した贈与税を控除する事となります。 

      この様に、相続時に過去の生前贈与分を持ち戻して精算するので、「相続時

精算課税制度」 といいます。 
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Ⅱ 相続時精算課税制度のメリットデメリット 

＜メリット＞ 

①資産需要がある時に財産の贈与を受けられる。 

 従来の相続では、親が８０代で相続が発生した場合に、子供も６０代で、そろそろ自分

の老後を考える時期になっています。住宅ローン・教育資金等で一番資産需要があ

る時期に、贈与をうける方が感謝されますし、財産の重み、有難みも違ってきます。

又、受けた財産を確実に、消費にまわしますので、経済効果も高まります。 

②円満相続ができる。 

 従来の相続においては、円満相続のために親は遺言を書くのが一般的でした。ただ

実際には、遺言を書いてあっても相続でもめる場合はよくあります。 

 相続人の最低の権利である「遺留分」を犯していたり、遺言を強要したとクレームをつ

けたり等の問題がでる事があります。 

そうなると裁判沙汰なり、一生ケンカ状態になります。 

この様に、「遺言」は、万全な方法ではないのです。ところが、親が子供に遺留分を放

棄する事を条件に、生前にまとまった財産を贈与すれば、将来の争いはありません

ので、円満相続は約束されます。 

具体的には、生前贈与を行い、受贈者が｢遺留分の放棄承諾書｣を提出し、その後財

産について遺言書を作成しておくと、生前においてその人の相続を円満に完了させる

事ができます。 

③収益物件の贈与による財産移転 

 賃貸アパート・マンション等の収益物件を贈与すると、その物件から生じる収益そのも

のも贈与する事になるので、相続までの期間の親の財産増加を防ぎ、子供への財産

移転が可能になります。又、子供は現預金が増えるので、納税資金に充てる事がで

きます。 

＜デメリット＞ 

①「小規模住宅地等の減額」の制度が使えない。 

相続税の申告時には、自宅等の土地等について、２４０㎡までは最大８０％の減額つ

まり、２割の評価でよいという制度があります。いわゆる「小規模住宅地等の減額」 

ところが、贈与税には適用されませんので、「相続時精算課税制度」にも使えないの

です。 

②相続時に納税資金がない。 

贈与財産を、相続時までに使ってしまい、残っていない場合に相続税が発生するケー

スでは、納税資金の対策（生命保険等）が必要となります。 



③単純贈与に戻れない 

相続時精算課税制度は、一度選択したならば、単純贈与に戻る事はできません。し

たがって、後で財産の切り放しになる単純贈与を利用しようとした場合にできなくなり

ます。この様に、例贈与の選択は、対策の柔軟性に欠く面を持っています。 

 

 

Ⅲ住宅取得資金等に対する相続時精算課税制度の適用 

①住宅取得資金等の場合は２，５００万円に１,０００万円上乗せされ３,５００

万円まで贈与税がかからない。 

 ・住宅取得資金等とは 

  居住の家屋の取得、増改築を行うための資金 

②・適用となる家屋の取得 

  贈与された翌年の３月１５日までに住宅取得資金等の全額で住宅用家屋を購

入し居住の用に供すること、またはその見込みであること 

③・適用となる住宅用家屋 

     ①家屋の床面積が５０㎡以上 

     ②新築の家屋 

     ③中古の場合は築２０年以内（耐火建築物の場合は２５年以内） 

④・適用となる増改築 

     ①増改築の費用が１００万円以上 

     ②増改築の面積が５０㎡以上 

     ③その他 

<注意点>  

  ・この制度は平成 15 年１月１日から平成 17 年 12 月 31 日の 3 年間だけの時

限立法 

  ・贈与者の年齢制限はない。（受贈者はその年の 1月 1日で 20 歳以上） 

  ・６５歳未満で父が子にこの制度を適用して贈与した場合、その年から一般

の２，５００万円の相続時精算課税の適用がその父、子には適用される。 

 

 



Ⅳ相続時精算課税制度の利用例 

Ａさん（７０才） 

長男（４２才）商社勤務 

長女（３８才）主婦 

土地、建物６,０００万円 

預貯金４,０００万円   合計１億円 

Ａさん（７０才）は５年前に御主人に先立たれ現在は都内で一人暮しをしています。子

供は、商社勤務の長男（４２才）専業主婦の長女(３８才)がいます。財産は、自宅の土地、

建物(６,０００万円)と預貯金４,０００万円です。 

 Ａさんの希望としては、老後の面倒は、長男の嫁よりも気心の知れた長女に見てもら

いたいと思っています。ただ、長男は都内に住んでいますが、長女夫婦は、地方勤務な

のでどうしたらよいかと困っていました。 

そういう時に、今年長女夫婦が東京に転勤で戻ってくるというのです。それは、「渡り

に船」という事で、Ａさんは娘夫婦に同居をしてもらい、将来は、自宅の土地、建物を相

続させたいと考えました。  

そこで、問題なのが長男の事なのです。長男の税理士に相談すると相続分は半分あ

り（約５,０００万円）、遺言を書いても遺留分が約２、５００万円あるというのです。 

困っているところに今回、贈与税の非課税が１１０万円から２,５００万円までに拡大し

たと聞いて、これを利用しようと思いついたのです。 

老後資金も心配なので、２,０００万円を除いて現金２,０００万円を長男に贈与する事を

提案しました。 

すると、長男は、住宅ローンの返済と大学進学の子供の教育費、リストラによる賞与

カットなどで家計が苦しい時だっただけに、２つ返事で応じてくれました。 

又、将来の為に、長女は、自宅を相続されるという「遺言」を公正証書で作成し、長男

に「遺留分放棄承諾書」をもらう事にして、相続後も兄妹が争わない様にしました。 

結局、長女夫婦も心よく同居に同意してくれて、今ではＡさんは、孫たちにかこまれ楽

しく暮しています。この様に、生前贈与を利用すれば、将来の「相続争い」の回避をする

事ができるのです。 
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